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２ 犯罪被害者等を支える社会づくりのために 

a 府民の理解の増進 

 

学校等における犯罪被害者等による啓発事業 
 

犯罪被害者の会の協力を得て、学校等の教育現場において児童生徒、教職員、保護者等を対象に、被害者遺族など

が自らの体験、心情等を語ることを通じ、命の大切さ、かけがえのなさを考える機会を提供しています。 

 
【担当課】危機管理室 治安対策課 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

府民理解増進のための啓発事業 
 
府民の方々や事業者の方々に向け、犯罪被害者等の心情・現状や、二次被害の例などの情報を 

盛り込んだリーフレットやチラシを作成し、犯罪被害者等への理解増進を図っています。 
 

    
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【担当課】 危機管理室 治安対策課 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

その他の広報啓発 
 

  府政だよりなどの大阪府の情報媒体の活用や、「大阪府被害者支援ホームページ」（ＵＲＬ、掲載内容等の
詳細は、７ページ参照）による情報発信など、様々な機会を捉えて広報啓発を実施しています。 
 
【担当課】 危機管理室 治安対策課  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「犯罪被害者週間」にあわせた集中的な啓発活動の推進 
 

平成18年度に設けられた「犯罪被害者週間」（１１月２５日～１２月１日）において、府警本部・府知事部局・
関係市町村・犯罪被害者団体・支援団体等が連携して様々な啓発活動を実施し、犯罪被害者等が置かれ
た現状等に対する府民の理解増進を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

【担当課】 危機管理室 治安対策課  

 

・チラシ 

「事業者の皆様へ」 

・リーフレット           
「犯罪被害に遭った友達や 

家族に寄り添うために」  

・パンフレット 

「犯罪被害について 

考えてみましょう」 

・しおり・コンタクトカード 

「性犯罪等被害者相談窓口の周知」 

※「犯罪被害者週間」（１１月２５日～１２月１日）とは 

   毎年、犯罪被害者等基本法の成立日である１２月１日までの１週間を「犯罪被害者

週間」とし、国、地方公共団体、民間団体等が犯罪被害者等への理解増進を図るた

めの啓発事業を実施しています。 
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被害者等を支える社会づくり活動への支援 
 

犯罪被害者等に関する問題を社会全体で考え、ともに支えあう大阪の実現のために、犯罪被害当事者が自主的に取り

組む取組みに対し、補助金を交付して支援しています。 

 
 

○社会づくり活動の概要（令和４年度） 

 

 

   シンポジウムの開催 （少年犯罪被害当事者の会）  

『一部では、壇上に 22人の子供たちの写真を飾り、事件紹介をしました。 

一年に一回だけでも「WiLL」の場所で忘れられた子どもたちのことを思いながら、その思いをみんなで共有する時

間を過ごすことが出来ました。 

二部では、今年の 4月に成年年齢が 18歳に引き下げる改正民法が施行され、併せて、改正少年法も施行されま

した。 

さらに、今年の 6 月には、矯正施設入所の初期段階から被害者の心情を加害者に伝える制度の創設や、保護観

察の遵守事項に被害弁償の状況を申告させるなどを加えた刑法等の一部改正が成立し、2023 年以降の施行に

向けた検討がなされています。 

会では、この数年は特に、多くの加害者が謝罪もせず、損害賠償責任すら逃れようとする現状を訴え続けてきまし

た。ようやくそういった課題が国に届き、制度の整備が検討される段階になったのです。今回は、国の制度の不十

分さなどから、最愛の人を奪われてなお、何度も傷つけられてしまう遺族 4 人の現状を訴え、今後どんな制度が

必要なのかを制度を作る法務省の担当者 2人と一緒に考えることが出来ました。 

檀上に上がってもらった法務省の担当者 2人だけでなく、会場には、たくさんの関係者が来てくださり、その人たち

とも一緒に問題を考える時間を持ち話ができました。 

新しくできる制度に期待が持てました。 

今年は、編集をした後、又、YouTube動画で配信する予定です。 

今年は 3 年ぶりだということもあってか、WiLL も 24 回目となり、これだけ続けてこられたのは、若い学生スタッフ、

OBそしていつも応援してくださる皆さんのおかげだと改めて実感しました。とっても嬉しくありがたいと思いました。 

 

これからも色々な人たちに関心を持ってもらうこと、新しい制度ができること、そしてそれが適正に運用されること

で、少しでも被害者が苦しまないようになってほしいと思います。 

しっかりその現状を見続けていきたいと思います。 

 命の大切さにもつながり、いじめはしない、暴力を起こしてはいけないという事を知ってもらいたい。そして、その

事が、私たちの目指すこれ以上子ども達を被害者にも加害者にもしない事につながると思います。当事者とそうで

はない人の距離を少しでもなくしていくために、これからも焦らずおごらず話し続けていく場所「WiLL」でありたいで

す。』 

 

※事業実績報告書より 

 

 

 

 

 

 

【担当課】 危機管理室 治安対策課  
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様々な人権問題を府民の身近な問題であると気づいてもらうための啓発冊子で紹介 
 

様々な人権問題について、わかりやすく解説した啓発冊子「人権白書 ゆまにてなにわ」を毎年作成し、その中で、「犯

罪被害者や家族の人権のこと」として犯罪被害者や家族の置かれている状況や「犯罪被害者等基本法」、大阪府におけ

る取組などを掲載し、府民に対する人権啓発に努めています。 

 

 
【担当課】 府民文化部 人権局  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

社会教育における人権教育の推進 
 
様々な人権問題に関する府民の学習活動を支援するため、社会教育関係職員等を対象とした人権教育セミナーや人

権教育地区別セミナーを実施するとともに、人権教育啓発のためのビデオ等を府視聴覚ライブラリー（府立中央図書館内）

に配置しています。 

 

 

【担当課】 教育庁市町村教育室 地域教育振興課  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

学校における人権教育の推進 
 

すべての子どもが学校に居場所があり、安心して学校生活を送れるようにするために、人権尊重の精神に立って、子ど

もの学ぶ意欲の向上を図り、人間関係づくりや「ともに学びともに育つ」学校づくりを進めるとともに、小・中学校や高等学

校・支援学校及び地域との連携を図り、子どものエンパワメントをめざして、教材の開発や研修などを行っています。 

 

 

【担当課】 教育庁教育振興室 高等学校課 外  
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

かけがえのない子どもの生命に関する学校教育の充実 
 
学校教育の中で、生命の尊さを理解し、かけがえのない自他の生命を尊重する心情や判断力、実践意欲や態度などを

はぐくむため、大阪府教育委員会では平成25・26年度に「こころの再生」府民運動の趣旨を盛り込んだ道徳教育資料『「大

切なこころ」を見つめ直して』を、平成29年度には、教員の授業づくりを支援する『「特別の教科 道徳」実践事例集』を小・

中学校に配付しました。また、小中学校の道徳教育担当や市町村の道徳教育担当指導主事を対象に研修会等を毎年実

施し、教員の授業力及び指導主事の指導力の向上を図り、道徳教育の充実を推進しています。 

 

 

【担当課】 教育庁市町村教育室小中学校課 外  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

ｂ 民間支援団体に対する支援 
 

民間支援団体の活動への支援 

 

犯罪被害者等への支援活動を行っている民間支援団体に対し、補助金を交付して支援しています。 

 

 

【担当課】 危機管理室 治安対策課 外  
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ｃ 人材の養成 
 

様々な機会を活用した犯罪被害者等問題に関する研修の実施 
 

大阪府や府内市町村職員の資質向上を図るため、部局別研修や管理職研修等の様々な研修機会を活用して、犯

罪被害者等に関する問題をテーマにした研修や、犯罪被害者等を講師に招いた研修の実施を促進しています。 

 

 

【担当課】 危機管理室 治安対策課 外  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

大阪府教育センターにおける教職員を対象とした各種研修の実施 
 

学校の教職員が虐待等を受けた児童・生徒やその兄弟姉妹である児童・生徒からの相談に適切に応じることができ

るよう、各種研修を教育センター等で実施しています。 

 

   ・学校教育相談課題別研修 

   ・小・中・高等・支援学校初任者研修 

   ・新規採用養護・栄養教諭研修 

   ・新規採用高等・支援学校実習教員研修 

   ・府立学校長・教頭研修 

 

 

【担当課】 教育庁教育振興室 高等学校課  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「犯罪被害相談の手引き」の提供 
 

市町村へ総合的対応窓口等で活用していただくための「犯罪被害相談の手引き」（当課作成）を提供しています。本

編は、相談業務をより円滑に、そして寄り添う支援のお役に立てるよう、実践的な内容となっています。資料編は、各市

町村における各種制度や情報を綴っていただき、より便利なものにしていただけるようにしました。 

 

 

【担当課】 危機管理室 治安対策課  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

民間団体、市町村に対する人材養成支援 

 

   犯罪被害者等を支援する人材養成に取り組む民間団体への支援を行い、被害者等からの多様なニーズに応えること

ができる体制の強化を図っています。また、市町村職員を対象とした研修を実施していくとともに、民間団体の主催する

人材養成講座への参加を促進しています。 

 

 

【担当課】 危機管理室 治安対策課  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


